
○　県営土地改良事業の法手続の体系

ため池等の緊急防災等工事の計画変更

軽微な変更

特に軽微な変更

非申請事業 農地中間管理機構関連農地整備事業の計画変更

県営土地改良
事業の法手続

申請種別又は変更種別申請の有無
新規事業又は

既存事業の計画変更

ため池等の緊急防災等工事

重要な変更計画変更 申請事業

新規 申請事業

土地改良区申請（施設更新事業）

市町村申請

３条資格者申請

非申請事業 農地中間管理機構関連農地整備事業

県発意による基幹的農業水利施設の更新



※１　項目中、「法」とは「土地改良法」、「令」とは「土地改良法施行令」、「則」とは「土地改良法施行規則」

　　を指します。

※２　赤枠で囲んでいる項目（手続）に関する書類をウェブページに掲載します。

申請主体が３条資格者の場合 申請主体が市町村の場合 申請主体が土地改良区の場合
（※同意徴集を省略する場合）

法§85① 法§85の２① 法§85の３①

農業振興地域整備計画の変更

法§85の２①

計画概要に係る市町村との協議 計画概要に係る市町村との協議

法§85⑤・法§５③を準用 法§85の３④・法§５③を準用

同意徴集の省略

法§85の３②

令§50の２の３、令§48の２

施行申請に係る総（代）会の議決

法§85の３②、⑥

共有地に係る代表者の選任通知

施設の予定管理者との協議（※施設の予定管理者が土地改良区の場合のみ）

法§86②

適否の決定・通知

法§86①

事業計画書、専技報告書の提出

事業計画の決定

法§87①～④・法§８②、③を準用

事業計画の確定

法§87⑥、⑦

審査請求期間

法§87⑤

事業計画決定に係る公告・縦覧

法§87①

県営土地改良事業の法手続フローチャート（新規事業・申請事業）

法§113の２④

法§85②～④　/　法§85の２②～④・法§５⑤、⑥を準用

施行申請

法§85①、⑧　/　法§85の２①、⑩　/　法§85の３①、⑤

同意徴集

法§85⑤　/　法§85の２⑤・法§５⑥を準用

法§85⑤　/　法§85の２⑤・法§５⑦を準用

則§54の３②　/　則§57の６②　/　則§57の17②

法§85⑥、⑦　/　法§85の２⑤　/　法§85の３④

法§85②　/　法§85の２②・法§３①

国公有地の編入承認

宅地等の編入同意

地元負担金、造成施設の管理受託に係る協議

地域住民等の意見聴取（事業計画概要書等の公告・縦覧）

同意徴集のための計画概要等の公告・事業参加の申出



県発意による基幹的
農業水利施設の更新

農地中間管理機構関連事業 ため池等の緊急防災等工事

法§87の２① 法§87の３① 法§87の４①

同意徴集の要否の判定・

土地改良区との調整

（※同意徴集を省略する場合に実施）

法§87の２④

農地中間管理機構との協議

法§87の３②

同意徴集のための計画概要等
の公告・事業参加の申出

法§87の２③

共有地に係る代表者の選任通知 農地中間管理権の残存期間の確認

法§113の２④ 法§87の３①Ⅲ

同意徴集

法§87の２③

総（代）会の議決、

土地改良区からの同意徴取

（※同意徴集を省略する場合に実施）

法§87の２④、⑤

法§87の２⑥　/　法§87の３⑥　/　法§87の４②

施設管理者との協議

法§87の２⑥　/　法§87の３⑥　/　法§87の４②

市町村との協議

県営土地改良事業の法手続フローチャート（新規事業・非申請事業）

則§61の５の２②　/　則§62の３②　/　則§67の２の２②

地元負担金、造成施設の管理受託に係る協議

法§87の２⑧、⑨　/　法§87の３⑦・法§87の２⑧、⑨を準用

地域住民等の意見聴取（事業計画概要書等の公告・縦覧）

法§87の２⑩　/　法§87の３⑦・法§５⑦を準用

法§87の２⑩　/　法§87の３⑦・法§５⑥を準用

国公有地の編入承認

法§87の４①

緊急防災等工事計画書等の提出

宅地等の編入同意

（
※
同
意
徴
集
を
省
略
す
る
場
合
は
不
要
）

事業計画書、専技報告書の提出　/　専技報告書の提出

法§87の２①、⑩　/　法§87の３①、⑦　/　法§87の４④・法§８②、③を準用

事業計画の確定

法§87の２⑩　/　法§87の３⑦　/　法§87の４④・法§87⑥、⑦を準用

審査請求期間

法§87の２⑩　/　法§87の３⑦　/　法§87の４④・法§87⑤を準用

事業計画決定に係る公告・縦覧

法§87の２①　/　法§87の３①　/　法§87の４①

事業計画の決定



重要な変更 軽微な変更 特に軽微な変更

同意徴集の要否の判定・
土地改良区との調整

法§88⑥・法§87の２④を準用

同意徴集のための変更計画概要等の
公告・事業参加の申出

法§88①、法§３①

共有地に係る代表者の選任通知

法§113の２④

同意徴集 同意徴集の省略

法§88①、②　/　法§88⑥・
法§48④を準用

法§88⑥、法§48⑥を準用

変更事業計画書の提出

法§88⑳

変更事業計画の決定、確定

法§88⑳

変更計画概要に係る市町村との協議

変更事業計画の確定

法§88⑥・法§87⑥、⑦を準用

審査請求期間

法§88⑥・法§87⑤を準用

変更事業計画決定に係る公告・縦覧

法§88⑥・
法§87の２④、⑤を準用

総（代）会の議決、
土地改良区からの同意徴取

県営土地改良事業の法手続フローチャート（計画変更・申請事業）

法§88⑥・法§87⑤を準用

変更事業計画の決定

法§88⑥・法§８②、③を準用

変更事業計画概要書の提出

法§88①

法§88⑥・法§５⑥を準用

国公有地の編入承認

法§88⑥・法§５⑦を準用

宅地等の編入同意

変更事業計画書、専技報告書の提出

法§88⑥・法§87の２⑧、⑨を準用

地域住民等の意見聴取（変更事業計画概要書等の公告・縦覧）

法§88④

施設管理者との協議（※予定管理方法に変更がある場合のみ）

法§88④



県営土地改良事業の法手続フローチャート（計画変更・非申請事業（機構））

農地中間管理機構関連事業の計画変更

変更事業計画概要書の提出

法§88⑯

国公有地の編入承認

法§88⑱・法§５⑥を準用

宅地等の編入同意

法§88⑱・法§５⑦を準用

地域住民等の意見聴取（変更事業計画概要書等の公告・縦覧）

法§88⑱・法§87の２⑧、⑨を準用

変更計画概要に係る市町村との協議

法§88⑱・法§87の３⑥を準用

施設管理者との協議（※予定管理方法に変更がある場合のみ）

法§88⑱・法§87の３⑥を準用

農地中間管理機構との協議

法§88⑯、⑰

農地中間管理権の残存期間の確認

法§88⑮

変更事業計画書、専技報告書の提出

法§88⑱・法§８②、③を準用

変更事業計画の決定

法§88⑱・法§87⑤を準用

変更事業計画決定に係る公告・縦覧

法§88⑱・法§87⑤を準用

審査請求期間

法§88⑱・法§87⑥、⑦を準用

変更事業計画の確定



県営土地改良事業の法手続フローチャート（計画変更・非申請事業（緊急防災等工事））

ため池等の緊急防災等工事の計画変更

変更後の緊急防災等工事計画書の提出

法§88⑲

変更後の計画書に係る市町村との協議/施設管理者との協議（※予定管理方法に変更がある場合）

法§88⑲・法§87の４②を準用

専技報告書の提出

法§88⑲・法§８②、③を準用

変更事業計画の決定

法§88⑲・法§87⑤を準用

変更事業計画決定に係る公告・縦覧

法§88⑲・法§87⑤を準用

審査請求期間

法§88⑲・法§87⑥、⑦を準用

変更事業計画の確定


